
中小企業等経営強化法について

中小企業等経営強化法の概要

平成28年 ７ 月 １ 日に「中小企業等経営強化法」
が施行されました（中小企業の新たな事業活動の
促進に関する法律の一部を改正）。中小企業・小

規模事業者・中堅企業（以下「事業者」という。）
は本法に基づいて「経営力向上計画」を作成し，
主務大臣の認定を受けることで，一定の要件を満
たした機械装置を新規に取得した場合の固定資産
税の軽減措置や金融支援を受けることができます。
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本法の目的

本法は，労働力人口の減少，企業間の国際的な
競争の活発化等の経済社会情勢の変化に対応し，
事業者の経営強化を図るため，事業所管大臣が事
業分野ごとに指針を策定するとともに，事業者に

よる経営強化のための取組を支援するための措置
等を講ずるものです。

建設業分野に係る経営力向上に
関する指針について

建設業分野に係る経営力向上に関する指針が，
平成28年10月13日に公表されました。本事業分野
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別指針が対象とするのは，日本標準産業分類の大
分類「D：建設業」に属する企業を対象としてい
ます。なお，建設関連業（建築設計業・測量業・
その他の土木建築サービス業）については，引き
続き「基本方針」に基づき申請いただくこととな
ります。
建設業分野に係る経営力向上に関する指針の概
要は次のとおりです。

⑴　建設投資額と足元の建設業就業者数
建設投資額は，平成 ４年度の約84兆円をピーク
として，平成22年度には約42兆円まで落ち込んだ
後，ここ数年は持ち直しが見られ，ピーク時から
は約 ４割減少した水準ではあるものの，平成27年
度の建設投資額は約52兆円の見込みとなっていま
す。
平成27年度末の建設業者数は，ピークとなった
平成11年度末から約 ２割減少の約47万業者，平成
27年平均の建設業就業者数は，ピークとなった平
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成 ９ 年平均から約 ３ 割減の約500万人となってい
ます。

⑵　建設業の課題
建設業は，我が国の住宅，社会資本，さらには
都市や産業基盤の整備に不可欠な産業であり，現
場で直接施工を担う技能労働者によって支えられ
る産業です。
技能労働者の数は，ここ数年，安定した建設投

資を背景として堅調に推移しており，足元の労働
者需給についても緩和傾向にあるなど，現時点に
おいては，全体として技能労働者の不足という状
況は見られません。
しかしながら，平成27年度における技能労働者
数約330万人のうち，55歳以上が約112万人と約 ３
分の １を占める一方，29歳以下は約36万人と約 １
割に留まっており，労働者の高齢化は他産業と比
べより進行しています。
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今後，高齢者の大量離職を控え，生産年齢人口
が減少する中，建設業が成長を果たしていくため
には，「人への投資」と「経営のイノベーション」
を両輪として人と企業が共に成長する「人材投資
成長産業」を目指し，官民が一丸となって担い手
の確保・育成と生産性向上に取り組んでいくこと
が求められています。
他産業との人材獲得競争が厳しさを増す中，優
秀な人材に建設業を選択してもらい，入職・定着
を促すためには，安定した雇用，安定した収入，
将来に夢と希望を持てるキャリアパスの提示な
ど，処遇・やりがい・将来性といった様々な観点
において他産業よりも魅力的な仕事の場を提供す
ることが必要です。
生産年齢人口の減少を補うとともに，限られた
人材の処遇改善につなげていくため，業界全体で
イノベーションを喚起し，建設現場の生産性向上
を目的として，ICT技術の全面的な活用等を目指
す「i－Construction」の推進や新技術情報提供シ
ステム（以下「NETIS」という。）をはじめとし
た新技術・新工法の導入，人材の効率的活用など

抜本的な生産性の向上に向けて取り組んでいくこ
とが重要です。

⑶  　建設業の経営力向上に関する目標及び経営力
向上に関する事項について
経営力向上計画においては，経営力向上に関す
る目標として，労働生産性を記載していただく必
要があります。生産現場が多数の技能労働者に支
えられ，高度な分業体制が確立されている建設業
の実態を踏まえ，基本方針に定められている指標
に加え，技能労働者に支払われる給与等である
「完成工事原価のうち労務費」や下請建設企業に
支払われる「完成工事原価のうち外注費」を付加
価値の構成要素と捉えた指標を，建設業独自の指
標として設定し，事業者が経営力向上計画を策定
する場合は， ３つのうちいずれかの指標を用いる
ことができることとしています。
また，経営力向上計画においては，自社の強み
を直接支える項目として，人に関する事項，財務
管理に関する事項，営業活動に関する事項，新技
術・工法の積極的導入を，また，持続的な成長に
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向けた長期的な取組として，中長期的な人材確保
に向けた人への投資，建設企業のイメージ向上に
つながる取組を記載頂く必要があります。ただ
し，それぞれの記載項目数については，事業者の
規模（小規模・中規模・中堅）により異なります。

⑷　認定により得られる主な特例措置
事業者は，経営力向上計画を策定し主務大臣の
認定を受けることで，機械及び装置の固定資産税
の軽減措置（資本金 １億円以下の会社等を対象，
３年間半減）や金融支援（低利融資，債務保証等）
の特例措置を受けることができます。

②　固定資産税の軽減措置以外の金融支援の特例措置

①　建設業に関係する固定資産税の軽減措置の主な対象資産
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